
光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

太

田

晴

道

は
じ
め

に

沼
津
市
、
大
本
山
光
長
寺
の
御
宝
蔵
に
は
、
日
春
聖
人
筆

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
巻
下
』
盆

巻
）
が
厳
重
に
護
持
さ
れ
て
い
る
。
日

春
聖
人
筆
の
写
本
と
し
て
は
重
要
文
化
財
の

『宝
物
集
』
（光
長
寺
本
）
が
知
ら
れ
て
お
り
、
国
語
・国
文
学
に
お
け
る

『宝
物
集
』
諸
本

研
究
の
中
で
、
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
（以
下

『法
華
験
記
』
と
記
す
）
に

つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
本
や
論
文
は
あ
る
も
の
の
、
光
長
寺
蔵

『法
華
験
記
』
（以
下
、
光
長
寺
本
と
略
称
）
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
は

皆
無
で
あ
る
。

か
と
言
っ
て
、
光
長
寺
本
は
新
発
見
と
か
初
出
の
文
献
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
『補
訂
版
ｏ国
書
総
目
録
』
に
は
漏
れ
て
い
る
が
、
稽

田
海
素
氏
稿

「祖
書
鑽
仰
史
談
」
（第
四
回
）、
『光
長
寺
　
教
え
と
そ
の
歩
み
』、
小
泉
弘
氏
著

『古
抄
本
宝
物
集
　
研
究
篇
』、
『日
蓮
宗

事
典
』、
『法
華
宗
宗
門
史
』
な
ど
に
書
名
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
『法
華
験
記
』
の
最
近
の
校
本
で
研
究
書
で
も
あ
る
藤
井
俊
博
氏
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

編
著
の

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
　
校
本

・
索
引
と
研
究
』
に
は
諸
本
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
が
、
光
長
寺
本
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
関
係
す
る
学
会
に
光
長
寺
本
の
内
容
は
も
ち
ろ
ん
存
在
さ
え
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
光
長
寺
本

『法
華
験
記
』
を
紹
介
し
、
少
し
く
管
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

一　

書
誌

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
は

一
般
に

『法
華
験
記
』
と
呼
ば
れ
、
「補
訂
版

ｏ
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と

『本
朝
法
華
験
記
』
『大
日

本
法
華
経
験
記
』
『日
本
法
花
験
記
』
『法
華
経
験
記
』
と
も
称
さ
れ
る
三
巻
三
冊
で
、
長
久
年
間

（
一
〇
四
〇
～

一
〇
四
四
）
に
沙
門
鎮

源
が
編
ん
だ
仏
教
説
話
集
で
あ
る
。

原
本
は
伝
存
せ
ず
、
写
本
と
し
て
は
高
野
山
宝
寿
院
本

・
真
福
寺
本

ｏ
彰
考
館
本
が
知
ら
れ
て
い
る
。
版
本
に
は
享
保
二
年

（
一
七

一

七
）
版
が
あ
り
、
外
題
に

「大
日
本
国
法
華
経
験
記
」

、
内
題
に

「大
日
本
国
法
花
験
記
」
と
あ
る
上
中
下
三
冊
本
で
、
国
立
公
文
書
館

内
閣
文
庫

・
龍
谷
大
学
図
書
館
他
に
あ
る
。
ま
た
、
刊
年
不
明
の
も
の
が
東
洋
大
学
哲
学
堂
他
に
あ
る
と
い
う
。
活
字
本
と
し
て
は

『続

群
書
類
従
』
（第
八
輯
上
）
に

「本
朝
法
華
験
記
」
と
題
し
て
収
め
ら
れ
、
流
布
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
本
は
享
保
二
年
の
版
本
で
あ
る
。

最
も
信
頼
で
き
る
活
字
本
は

『日
本
思
想
大
系
』
（第
七
巻
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る

「大
日
本
国
法
華
経
験
記
」
と
前
掲

『大
日
本
国
法
華

経
験
記
　
校
本

・
索
引
と
研
究
』
で
、
共
に
諸
本
と
の
校
異
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
前
者
は
内
閣
文
庫
蔵
本
、
後
者
は
龍
谷
大
学
図
書

館
蔵
本
の
享
保
二
年
版
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。
翻
訳
本
と
し
て
は
山
下
民
城
氏
翻
訳

『法
華
験
記
』
が
あ
り
、
通
読
に
便
利
で
あ
る
。

編
著
者
の
首
拐
厳
院
沙
門
鎮
源
は

『国
書
人
名
辞
典
』
（第
二
巻
）
に

「僧
侶

（天
台
）
〔生
没
〕
生
没
年
未
詳
。
長
久
四
年

（
一
〇
四

三
）
生
存
。
〔名
号
〕
法
諄
、
鎮
源
。
比
叡
山
横
川
首
拐
厳
院
の
僧
。
源
信
門
下
か
。
『本
朝
法
華
験
記
』
の
撰
者
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
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同
書
は

一
説
に
智
源
な
る
僧
の
作
と
も
い
わ
れ
る
。
（下
略
と

と
あ
り
、
井
上
光
貞
氏
は

『日
本
思
想
大
系
』
（第
七
巻
）
の
「文
献
解
題
」

で
、
「寛
弘
四
年

（
一
〇
〇
七
）
七
月
二
日
の
霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
、
及
び
霊
山
院
式
の
あ
と
の
結
縁
の
人
々
の
歴
名
中
に
鎮
源
の
名

が
み
え
る
。
首
拐
厳
院
は
横
川
に
あ

っ
て
源
信
の
止
往
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
霊
山
院
も
横
川
に
あ

っ
て
源
信
が
正
暦
年
中
（九
九
〇
―
九

九
五
）
に
建
立
し
た
と
伝
え
る
か
ら
（山
門
堂
舎
記
）、
鎮
源
は
こ
れ
と
同

一
人
で
あ
り
、
若
き
日
に
源
信
を
と
り
ま
く
人
々
の
一
人
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
ま
た

「鎮
源
と
智
源
と
は
同

一
人
物
で
あ
る
と
す
る
説
」
も
紹
介
し
て
い
る
。

さ
て
、
日
春
聖
人
筆
の
光
長
寺
本

一
巻
で
あ
る
が
、
本
紙
の
縦
は
二
九

・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
全
長

一
三

一
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

全
四
紙
の
巻
子
本
で
あ
る
。
第

一
紙
の
横
は
三
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
第
二
紙
は
三
七

・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
第
二
紙
は
三
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
第
四
紙
は

一
七

・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（約
半
紙
）
で
、
紙
質
は
椿
紙
で
あ
る
。
表
紙
は
紺
地
二
重
蔓
小
牡
丹
唐
草
宝
尽
金

欄
で
、
梅
鉢

・
丁
字

・
七
曜

ｏ
分
銅

・
霊
芝
雲
文
な
ど
が
散
ら
し
て
あ
る
。
見
返
し
に
は
金
箔
が
押
さ
れ
て
い
て
、
押
え
竹

（八
双
）
に

は
茶
の
巻
緒
が
付
い
て
い
る
。
軸
は
黒
檀
の
頭
切
と
な
っ
て
い
る
。

光
長
寺
本
の
紙
背
に
は
第

一
紙
か
ら
第
三
紙
ま
で
文
書
が
あ
り
↑
」
の
紙
背
文
書
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
、
日
春
聖
人
は
反
故
と
な
っ

た
文
書
を
裏
返
し
て

『法
華
験
記
』
を
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
第

一
紙
か
ら
第
三
紙
ま
で
の
各
紙
の
中
央
に
折
目
が
見
え
、

両
端
に
六
ツ
の
綴
穴
の
跡
、
第
四
紙
の
右
端
に
も
六
ツ
の
綴
穴
の
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
は
袋
綴
の
冊
子
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
小
泉
弘
氏
著

『古
抄
本
宝
物
集
　
研
究
篇
』
や
大
本
山
光
長
寺
刊

『御
法
門
御
聞
書
』
の
解
題
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
光
長

寺
蔵

『宝
物
集
』
『御
法
門
御
聞
書
』
な
ど
は
、
光
長
寺
第
二
十
四
世
日
寛
上
人
の
代
、
延
宝
三
年

（
王
ハ
七
五
）
頃
に
巻
子
本
に
仕
立
て

直
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
表
装
で
あ
る

『法
華
験
記
』
も
同
じ
頃
に
改
装
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

光
長
寺
本
の
法
量
と
外
観
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
次
に
書
名
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
光
長
寺
の
昭
和
四
十
五
年

（
一
九
七
〇
）

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

に
作
成
し
た

『贅
物
管
理
記
録
簿
』
で
は
本
書
を
第

一
種
責
物

一
九
番
と
し
、
名
称
を

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
下
』
と
し
て
い
る
。
明

和
五
年

（
一
七
六
八
）
の

『光
長
寺
霊
宝
掴
』
に
は
、
六
十

一
番
に

『日
本
法
花
霊
験
記
』
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の

「祖
書
鑽
仰
史

談
」
や

『光
長
寺
　
教
え
と
そ
の
歩
み
』
『日
蓮
宗
事
典
』
『法
華
宗
宗
門
史
』
な
ど
が
、
光
長
寺
本
の
書
名
を

『日
本
法
華
霊
験
記
』
と

し
て
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
明
和
の
霊
宝
拍
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

表
紙
の
題
策
は

『日
本
霊
験
記
』
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し
た
巻
子
本

へ
の
改
装
の
際
に
付
し
た
題
篠
で
あ
ろ
う
か
ら
、
後
世
の
名

称
と
言
う
べ
き
で
、
そ
の
後
に
作
成
さ
れ
た
明
和
の
霊
宝
掴
は
「法
花
」
の
二
字
を
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『古
抄
本
宝
物
集
　
研
究
篇
』

が
光
長
寺
本
を

「
『日
本
霊
験
記
』
翁
法
華
験
記
』
を
抄
出
し
た
も
の
と

と
書
名
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
題
蜜
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第

一
紙
表
に
は
内
題
が
あ
り
、
そ
れ
に
は

「大
日
本
国
法
華
経
験
記
巻
下
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
左
下
に

「日
春
之
」
と
あ
る
。
ま
た
、

第
二
紙
裏

（以
下
、
表
を
オ
、
裏
を
ウ
と
表
記
）
の
中
央
に

「大
日
本
国
法
花
経
験
記
巻
下
」
と
あ

っ
て
、
い
ず
れ
も
日
春
聖
人
の
筆
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
第

一
紙
オ
は
本
来
の
表
紙
か
、
ま
た
は
扉
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
正
式
な
書
名
は

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
日
録
も
し
く
は
台
帳
に
記
載
す
る
な
ら
ば

「大
日
本
国
法
華
経
験
記

（下
巻
）
　

一

軸
　
日
春
聖
人
筆
写
本
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

光
長
寺
本
は
内
題
に

「巻
下
」
と
あ
る
よ
う
に
、
下
巻
の
み
の
零
本
で
あ
る
。
流
布
本

『法
華
験
記
』
上
中
下
三
巻
の
内
下
巻
の
み
で

あ
り
、
し
か
も
本
来
あ
る
べ
き
下
巻
の
目
録
と
本
文
四
十
四
話
の
内
、
日
録
と

「第
八
十

一
越
後
国
神
融
法
師
」
の
一
話
と

「第
八
十
二

仏
師
感
世
法
師
」
の
題
名

（項
目
名
）
の
み
と
い
う
未
完
成
の
写
本
で
あ
る
。
上
巻
と
中
巻
は
逸
失
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
元
々
写
さ
れ

な
か
っ
た
の
か
知
る
す
べ
も
無
い
が
、
光
長
寺
本
の
惜
し
い
と
こ
ろ
は
第
八
十
二
話
の
本
文
以
下
が
、失
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、本
紙
　
（第

四
紙
オ
八
行
日
以
下
）
に
余
白
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
理
由
で
筆
写
が
中
断
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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尚
、
第

一
紙
オ
の
袖
下
に

「日
法

（花
押
と

と
加
筆
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
蓮
大
聖
人
の
中
老
僧
で
日
春
聖
人
と
光
長
寺
の
同
時
二
祖

と
な
ら
れ
た
日
法
聖
人
の
署
判
に
間
違
い
な
い
。
日
春
聖
人
の
在
世
中
に
、
日
法
聖
人
に
対
し
て
未
完
成
の
写
本
を
譲
ら
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
日
春
聖
人
の
滅
後
に
そ
の
遺
品
と
し
て
日
法
聖
人
が
譲
り
受
け
、
署
判
を
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
に
、
光
長
寺
蔵
日
春
聖
人
筆
写
本

『色
心
二
法
之
事
』
と

『文
句
疏
記
要
文

一
帖
』
に
も
日
法
聖
人
の
署
判
が
あ
る
が
、
や
は
り
春

師
滅
後
の
加
判
と
思
わ
れ
る
。

一
一　
光
長
寺
本
の
位
置
づ
け

『法
華
験
記
』
の
写
本
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
数
種
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
『日
本
思
想
大
系
』
（第
七
巻
）
の
大
曾
根
章
介
氏
の

本
解
題
」
や
藤
井
俊
博
氏
の

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
　
校
本
・索
引
と
研
究
』
、
毎
日
新
聞
社
刊

『解
説
版
・新
指
定
重
要
文
化
財
』

七
巻
）
な
ど
に
よ
り
、
詳
述
す
る
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

Ａ
　
一局
野
山
宝
寿
院
本
　
上
巻

一
帖

高
野
山
霊
宝
館
所
蔵
。
体
裁
は
粘
葉
装
で
、
表
紙
に

『日
本
法
花
験
記
ま

の
題
が
あ
り
、
内
題
は

「大
日
本
国
法
花
経
験
記
巻

上
丼ど
、
奥
題
に

「大
日
本
国
法
花
験
記
上
」
と
あ
る
。

帖
末
奥
書
に

「仁
平
三
年
酸
仲
夏
中
旬
、
於
多
武
本
書
了
、
珍
光
、　
一
交
了
」
と
あ
る
か
ら
、
仁
平
三
年

（
一
一
五
一こ
、
平
安

時
代
に
僧
珍
光
が
書
写
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

昭
和
三
十
二
年
、
重
要
文
化
財
指
定
。

Ｂ
　
真
福
寺
本
　
抄
本

一
冊

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

第 諸
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

名
古
屋
市
宝
生
院
真
福
寺
文
庫
所
蔵
。
表
紙
は
正
和
五
年

（
一
三

一
六
）
の
文
書

「成
身
院
住
侶
等
謹
言
上
」
を
二
つ
折
に
し

て
裏
を
用
い
、
表
題
を

『日
本
法
花
験
記
』
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
左
に

「第
八
十
合
」
、
左
下
に

「伝
領
信
□
」
「憲
照
」
の

署
名
が
あ
る
。

奥
書
に

「建
武
三
年
暫
一月
廿
八
日
令
相
伝
了
在
型

と
あ
る
。

流
布
本
百
二
十
九
話
の
中
か
ら
、
上
巻
八
話
、
中
巻
な
し
、
下
巻
十
六
話

（う
ち

一
話
題
目
欠
、　
一
話
本
文
欠
）
の
計
二
十
四

話
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
末
期
の
写
本
。

Ｃ
　
彰
考
館
本
　
上
中
下
巻
三
冊

水
戸
水
府
明
徳
会
彰
考
館
所
蔵
。
書
名
は

『法
華
験
記
』
で
あ
る
が
、
日
録
に
は

「大
日
本
国
法
華
経
験
記
」
と
あ
る
。

版
本
と
同
じ
く
全
百
二
十
九
話

（下
巻
で
説
話
の
配
列
順
序
が
版
本
と
相
違
す
る
）
で
あ
る
が
、
上
巻
の
巻
末
に
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇

一
）
に
京
都
で
写
し
た
と
す
る
貼
紙
が
あ
り
、
中
巻
に
は
序
跛
が
無
く
、
下
巻
の
巻
末
跛
文
に
正
和
五
年
の
書
写
が

記
さ
れ
、
さ
ら
に
貞
享
二
年
■

六
八
五
）
に
武
州
金
沢
称
名
寺
文
庫
本
を
写
し
た
と
す
る
貼
紙
が
付
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
三
巻
は
そ
れ
ぞ
れ
書
写
年
代
と
筆
者
の
異
な
る
合
本
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
写
本
。

以
上
の
ほ
か
に
、
東
大
寺
図
書
館
に
沙
門
釈
宗
性
自
筆
の

『三
宝
感
応
録
井
日
本
法
花
伝
指
示
抄
』
と

『大
宋
高
僧
伝
指
示
抄
』
と
い

う
二
本
が
あ
り
、
と
も
に

「大
日
本
国
妙
法
蓮
花
経
験
記
説
処
」
と
題
す
る
目
録
が
存
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
上
巻
に
十
九
話
、

中
巻
に
十
六
話
、
下
巻
に
三
十
話
の
題
目
を
掲
げ
た
抜
粋
本
の
目
録
で
、
題
目
は
他
本
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
宗
性
は
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南
都
の
学
僧
、
東
大
寺
百
三
世
別
当
で
、
弘
安
元
年

（
一
二
七
八
）
に
七
十
七
歳
で
入
寂
し
て
い
る
。
自
筆
本
は
五
百
十
四
点
を
数
え
、

『大
宋
高
僧
伝
指
示
抄
』

一
冊

（重
文
）
は
嘉
禎
二
年

（
一
一
≡
一六
）
の
著
作
で
あ
る
か
ら
、
「大
日
本
国
妙
法
蓮
花
経
験
記
説
処
」
は
目

録
の
み
と
は
言
え
、
鎌
倉
時
代
中
期
の
も
の
で
、
Ａ
の
高
野
山
宝
寿
院
本
に
次
ぐ
古
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
説
話
の
題
目
が
全
く

異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
祖
本
と
は
別
系
統
の

『法
華
験
記
」
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
写
本
と
し
て
の
光
長
寺
本
の
位
置
づ
け
で
あ
る
が
、
筆
者
の
日
春
聖
人
は
延
慶
四
年

（
一
三

一
一
。
四
月
二
十
八
日
、
応
長

と
改
元
）
三
月
十
六
日
に
入
寂
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
光
長
寺
本
の
筆
写
は
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
光
長
寺
本
の
紙

背
に
は
日
蓮
大
聖
人
の
有
力
な
檀
越
で
あ
っ
た
南
条
時
光
の
書
状
が
あ
る
。
時
光
は
父
の
兵
衛
七
郎

（入
道
行
増
）
が
文
永
二
年

（
一
二

（２６
）

六
五
）
に
没
し
、
若
く
し
て
父
の
遺
跡
を
継
い
だ
と
い
う
か
ら
、
光
長
寺
本
は
文
永
二
年
以
降
の
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

光
長
寺
の
旧
記
類
に
よ
る
と
、
天
台
宗
沙
門
空
存
が
日
蓮
大
聖
人
の
弟
子
と
な
り
名
を
日
春
と
改
め
ら
れ
た
の
が
建
治
二
年
■

一
一七
六
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
光
長
寺
本
の
推
定
書
写
年
代
は
更
に
狭
ま
り
、
建
治
二
年
―
延
慶
四
年

（
一
二
七
六
―

一
三

一
一
）
の
間
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
光
長
寺
本
は
零
本
な
が
ら
重
文
の
宝
寿
院
本
に
次
ぐ
古
抄
本
と
い
え
る
。

し
か
の
み
な
ら
ず
、
宝
寿
院
本
は
中
下
巻
を
欠
き
、
真
福
寺
本
は
抜
粋
本
で
あ
る
か
ら
、
光
長
寺
本
は
目
録
と
二
話

（内

一
話
は
題
名

の
み
）
と
は
い
え
、
下
巻
の
本
来
の
構
成
を
知
り
得
る
点
で
、
実
に
貴
重
な
本
で
あ
る
と
い
え
る
。

〓
一　
本
文
細
見

次
に
光
長
寺
本
の
本
文
に
つ
い
て
若
干
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
光
長
寺
本
が
、
日
春
聖
人
の
筆
に
間
違
い
な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
第

一
紙
オ
の
左
下
に

「日
春
之
」
と
あ
る
の
は

『顕
立
正

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

意
抄
』
の

「釈
子
日
春
之
」
と
同
筆
で
、
ま
た

『宝
物
集
』
の

「釈
子
日
春
之
」
「尺
日
春
」、
『色
心
二
法
之
事
』
の

「沙
門
日
春
」
と
同

筆
で
あ
る
。
署
名
以
外
の
文
字
に
つ
い
て
比
較
す
れ
ば
、
「身
」
は

『宝
物
集
』
『文
句
疏
記
要
文
』
に
同
じ
く
、
「年
」
は

『宝
物
集
』
『顕

立
正
意
抄
』
に
同
じ
く
、
「日
本
」
「
八
」
「女
」
は

『宝
物
集
』
に
同
じ
く
、
「云
」
「大
」
「我
」
「妙
」
は

『文
句
疏
記
要
文
』
に
同
じ

く
、
「第
」
「オ
」
は

『日
春
聖
人
断
簡
四
行
』
と
同
じ
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
光
長
寺
本
は
日
春
聖
人
の
筆
蹟
に
間
違
い
無
い
も
の

と
断
定
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
第

一
紙
右
半
面

（第

一
紙
オ
）
で
あ
る
が
、
日
法
聖
人
の
署
判
と
内
題

（本
来
は
外
題
か
）
の
間
、
第

一
紙
オ
の
ほ
ぼ
中

央
部
分
に
二
行
、

日
本
紀
抄
オ
十
三
巻

一
條
院
段
云

智
源
法
師
法
華
験
記
云
云

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
春
聖
人
が
註
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
春
聖
人
は

「智
源
法
師
法
華
験
記
」
の
文
か
ら

『法
華
験
記
』

の
著
者
を
智
源
法
師
と
認
識
し
て
お
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

註
記
の

「日
本
紀
抄
」
で
あ
る
が
、
『国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と
二
種
あ
り
、　
一
種
は
国
学
者
色
川
三
中
が
著
し
た
も
の
で
論
外
、
他
の

一
種
も

一
冊
本
の
写
本
で
日
春
聖
人
が
引
か
れ
た
「日
本
紀
抄
」
と
は
別
物
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
蓮
大
聖
人
も
引
用
さ
れ
た
『扶

桑
略
記
』
の
第
二
十
七
、　
一
条
天
皇
の
段
を
見
る
と
、
大
和
国
多
武
峰
増
賀
聖
人
入
滅
の
記
事
に
続
い
て

「智
源
法
師
法
華
験
記
云
」
と

あ

っ
て
、
以
下

『法
華
験
記
』
の
増
賀
聖
人
伝
を
引
用
し
て
い
る
の
が
見
つ
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
光
長
寺
本
の
註
記

「日
本
紀
抄
」
と
は

『扶
桑
略
記
』
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
巻
数
の
相
違
か
ら
、
そ
の
異
本
と
推
察
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
大
方
の
御
教
示
を
た
ま
わ
り
た
い
。
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そ
も
そ
も
、
『法
華
験
記
』
と
称
さ
れ
る
本
は
、
鎮
源
が
撰
述
し
た
も
の
の
他
に
、
逸
文
で
あ
る
が

『扶
桑
略
記
』
に
見
え
る
叡
山
南
谷

沙
門
薬
恒
が
著
し
た
と
い
う

「本
朝
法
華
験
記
」
と
、
前
述
の
叡
山
智
源
法
師
が
著
し
た
と
い
う

「法
華
験
記
」
が
あ
る
。
こ
の
両
書
に

つ
い
て
は
重
松
明
久
氏
が

『日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
』
で
、
ま
た
井
上
光
貞
氏
が

『日
本
思
想
大
系
』
第
七
巻
の

「文
献
解
題
」

で
論
じ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
鎮
源
本
と
薬
恒
本
は
別
系
統
の
も
の
、
智
源
本
は
鎮
源
本
と
同
系
統
の
も
の
と
見
る
点
で

一
致
し
て
い

る

（井
上
氏
は

『上
宮
太
子
拾
遺
記
』
に
見
え
る
内
記
保
胤
が
書
い
た
と
い
う

「日
本
法
華
験
記
」
も
挙
げ
て
お
り
、
そ
れ
は
鎮
源
本
が

「
一
説
に
保
胤
撰
と
も
い
わ
れ
た
も
の
か
と
疑
わ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
）。
尚
、
重
松
氏
は
鎮
源
本
と
智
源
本
は
ど
ち
ら
か
が
イ
ミ
テ
ー

シ
ョ
ン
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

光
長
寺
本
の
註
記
に
よ
っ
て
、
日
春
聖
人
は

『法
華
験
記
』
を
智
源
法
師
が
著
し
た
も
の
と
認
識
し
て
お
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
鎮
源
の
序
文
の
あ
る
宝
寿
院
本
と
同
系
統
の
写
本
を
見
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
も

あ
る
。
現
在

『法
華
験
記
』
の
写
本
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
す
で
に
日
春
聖
人
当
時
に
お
い
て
も
写
本
が
少
な
く
、
聖
人
が
披
見
さ
れ
た

の
は
元
々
下
巻
の
み
の
零
本
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
『扶
桑
略
記
』
に
は
鎮
源
の
名
は
無
く
、
智
源
の
名
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

当
時

『法
華
験
記
』
は
智
源
が
撰
述
し
た
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
日
春
聖
人
も
そ
れ
を
註
記
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
井
上
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
鎮
源
と
智
源
は
同

一
人
物
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
宝
寿
院
本
の
巻

尾
、
奥
題
の
下
に

「智
源
撰
之
」
と
あ
り
、
「智
」
字
の
右
に

「鎮
」
字
が
添
え
て
あ
る
。
巻
首
に

「鎮
源
撰
」
と
あ
り
、
巻
尾
に

「智

（鎮
）
源
撰
之
」
と
あ
る
こ
と
は
、
『法
華
験
記
』
の
最
古
の
写
本
で
あ
る
宝
寿
院
本
は
同

一
人
物
と
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
混
同
し
て
い
た
の
か
、
不
明
で
あ
る
。
光
長
寺
本
と
宝
寿
院
本
は
、
と
も
に
巻
の
異
な
る
零
本
で
あ
る
た
め
比
較
で
き
な
い
の
が
残
念

で
あ
る
。光

長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

光
長
寺
本
の
註
記
に
よ
り
、
今

一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
春
聖
人
は
自
ら
筆
写
し
て
い
る

『法
華
験
記
』
に
智
源
の

「法
華
験
記
」

の
増
賀
聖
人
伝
が
無
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
註
記
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「日
本
紀
抄
」

の
一
条
天
皇
の
段
が

『扶
桑
略
記
』
の
一
条
天
皇
の
段
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
智
源
の

「法
華
験
記
」
は
増
賀
聖
人

伝
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
光
長
寺
本
の
目
録
に
は
そ
れ
が
無
い
。
そ
こ
で
参
考
と
し
て
註
記
さ
れ
た
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
註
記
に
関
す
る
考
察
は
こ
の
辺
で
と
ど
め
て
お
く
。

次
に
内
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
光
長
寺
本
の
第

一
紙
オ
に
は

「大
日
本
国
法
華
経
験
記
巻
下
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
本

来
の
外
題
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
第
二
紙
ウ
の
中
央

（日
録
の
後
、
本
文
の
前
）
に

「大
日
本
国
法
花
経
験
記
巻
下
」
と
内
題
が
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
光
長
寺
本
の
正
式
書
名
は

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
井
上
光
貞
氏
は

「文
献
解
題
」
で

『大
日
本

国
法
華
経
験
記
』
と
い
う
書
名
は
享
保
二
年

（
一
七

一
七
）
の
版
本
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「真
福
寺
本
に
は
日
本
法
花
験
記
と
あ
る

の
で
、
後
者
が
本
来
の
書
名
で
あ
っ
た
と
も
お
も
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
続
い
て
東
大
寺
図
書
館
蔵
の
宗
性
筆
の
目
録
に

「大
日
本
国
妙
法

蓮
花
経
験
記
説
処
」
と
あ
る
の
で
、
「
そ
う
と
の
み
は
い
い
難
い
」
と
曖
味
な
記
述
を
し
て
い
る
。
書
名
に
つ
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
第

一

に
宗
性
の
目
録
は
論
外
で
あ
る
。
第
二
に
宝
寿
院
本
の
表
紙
に
は

「日
本
法
花
験
記
ご

と
あ
る
が
、
内
題
に
は

「大
日
本
国
法
花
経
験
記

巻
上
丼
ご

と
あ
り
、
奥
題
に
は

「大
日
本
国
法
花
験
記
上
」
と
あ
る
。
第
二
に
彰
考
館
本
は
書
名
に

「法
華
験
記
」
と
あ
る
が
、
日
録
に

は

「大
日
本
国
法
華
経
験
記
」
と
あ
る
。
そ
し
て
宝
寿
院
本
に
次
い
で
古
い
光
長
寺
本
は

「大
日
本
国
法
華
経
験
記
」
で
あ
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、
『法
華
験
記
』
の
本
来
の
書
名
は

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
が
正
し
い
と
考
え
る
。

光
長
寺
本
の
目
録
は
、
第
八
十

一
越
後
国
神
融
法
師
よ
り
第

一
百
廿
四
紀
伊
国
牟
婁
郡
悪
女
成
蛇
ま
で
四
十
四
話
の
題
名
を
掲
げ
て
お

り
、
流
布
本
の
元
で
あ
る
享
保
二
年
版
本
の
四
十
九
話
に
比
べ
て
五
話
不
足
し
て
い
る
。
そ
れ
は
版
本
の
第
八
十
二
か
ら
第
八
十
四
ま
で

―-234-



の
三
話
と
第
八
十
六

・
八
十
八
の
二
話
で
あ
る
。
こ
の
不
足
し
て
い
る
五
話
の
問
題
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
し
ば
ら
く
置
き
、

版
本
と
彰
考
館
本
の
下
巻
目
録
を
比
較
す
る
と
、
題
名
の
数
四
十
九
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
配
列
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
す
な
わ
ち
、
版
本
の
第
八
十
二
か
ら
第
八
十
八
ま
で
の
七
話
と
、
第
百
十

・
百
十

一
の
二
話
、
第
百
廿
五
・
百
廿
六
の
二
話
、
計
十

一
話
が
彰
考
館
本
で
は
配
列
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
抜
粋
本
で
あ
る
真
福
寺
本
と
彰
考
館
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、
真
福

寺
本
は
下
巻
か
ら
十
六
話
を
抜
粋
し
て
い
る
が
、
そ
の
配
列
は
彰
考
館
本
と
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ

う
に
彰
考
館
本
は
江
戸
時
代
の
写
本
で
合
本
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
下
巻
は
正
和
五
年

（
一
三

一
六
）
書
写
の
跛
文
あ
る
金
沢
文
庫
本
を

写
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
正
和
五
年
と
い
う
同
年
代
の
写
本
で
あ
る
真
福
寺
本
と
同
系
統
の
本
を
祖
本
と
し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
光
長
寺
本
と
彰
考
館
本
と
を
比
較
す
る
と
、
光
長
寺
本
の
不
足
分
五
話
を
別
に
す
る
と
、
両
者
の
配
列
は
全
く

同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
日
録
の
上
で
は

一
応
光
長
寺
本

・
真
福
寺
本

・
彰
考
館
本
は
同
系
統
で
あ
り
、
享
保
二
年
版
本
や
そ
れ
を
元
に
し

て
い
る
続
群
書
類
従
本
は
別
系
統
で
あ
る
と
言
え
る
。

光
長
寺
本
の
不
足
し
て
い
る
五
話
で
あ
る
が
、彰
考
館
本
の
第
八
十
二
拐
厳
院
源
信
僧
都
（版
本
第
八
十
二
、
以
下
カ
ッ
コ
内
は
版
本
Ｙ

第
八
十
三
多
武
峰
増
賀
上
人

（第
八
十
二
）
・
第
八
十
四
天
王
寺
別
当
道
命
阿
閣
梨

（第
八
十
六
）
・
第
八
十
五
持
経
者
蓮
昭
法
師

（第
八

十
八
）
・第
八
十
六
丹
後
国
某
甲

（第
八
十
四
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
五
話
は
、
版
本
で
は
連
続
し
て
い
な
い
が
、
彰
考
館
本
で
は
第
八

十
二
―
八
十
六
と
続
い
て
い
る
。
第
八
十
六

（第
八
十
四
）
は
題
名
の
み
で
、
目
録
の
題
名
下
に

「開
」
と
あ
り
本
文
に

「不
書
」
と
あ

る
か
ら
、
元
々
書
か
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
五
話
を
日
春
聖
人
が
故
意
に
省
か
れ
た
の
か
ど
う
か
を
考
え
る
と
、
五
話
全
体
に

特
別
な
関
連
性
は
な
く
、
他
の
物
語
と
比
べ
て
も
殊
更
取
り
除
く
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
光
長
寺
本
の
祖
本
自
体
が

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

下
巻
四
十
四
話
の
も
の
で
あ
っ
て
、
真
福
寺
本

・
彰
考
館
本
と
は
同
系
統
で
は
あ
る
が
、
少
し
異
な
っ
た
伝
本
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

◎

『法
華
験
記
』
巻
下
構
成
対
照
表

〔凡
例
〕

一
、
真
福
寺
本
は
下
巻
十
六
話
の
み
の
抜
粋
本

（全
二
十
四
話
）。

二
、
光
長
寺
本
は
本
文

一
話
の
み
に
つ
き
、
目
録
に
よ
る
。

三
、
彰
考
館
本

ｏ
光
長
寺
本

・
真
福
寺
本
の

（　
）
数
字
は
版
本
の
対
応
す
る
題
名
番
号
を
示
す
。

「彰
考
館
本
」

「光
長
寺
本
」
　

　

　

「真
福
寺
本
」

８．
　
　
　
　
　
８．

〈本
文
ア
リ
〉
　
　
欠

８２
（８３
）‐
‐
‐
欠

（８３
）
〈源
信
〉
―
１
９
（８３
）
〈題
ナ
シ
〉

８３
（８２
）‐
‐
‐
欠

（８２
）
〈増
賀
〉
―
１
１０
（８２
）

８４
（８６
Ｙ
‐
‐
‐
欠
（８６
）
〈道
命
〉
―
―
‐Ｈ
（８６
）

８５
（８８
）‐
‐
‐
欠
（８８
）
〈蓮
昭
〉
―
―
欠

８６
（８４
）‐
‐
‐
欠
（８４
）
〈丹
後
某
〉
―
欠

８７
（８５
）‐
‐
‐
‐
８２
（８５
）　
　
　
　
　
　
　
‐２
（８５
）

８８
（８７
Ｙ
‐
‐
‐
８３
（８７
）　
　
　
　
　
　
欠

８９
　
　
　
　
　
８４
（８９
）　
　
　
　
　
　
欠

９０
　
　
　
　
　
　
　
８５
（９０
）　
　
　
　
　
　
　
１３
（９０
）

90  89  8                4  8;〉

〈
(2  81  !:
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９‐

　

　

　

　

　

８６

（
９‐

）

９２
　
　
　
　
　
　
８７

（
９２

）

９３
　
　
　
　
　
　
８８

（
９３

）

９４
　
　
　
　
　
　
８９

（
９４

）

９５
　
　
　
　
　
　
９０

（
９５

）

９６

　

　

　

　

　

９‐

（
９６

）

９７

　

　

　

　

　

９２

（
９７

）

９８

　

　

　

　

　

９３

（
９８

）

９９

　

　

　

　

　

９４

（
９９

）

１００

　

　

　

　

　

９５

（
‐００

）

１０‐
　
　
　
　
　
　
９６

（
‐０１

）

‐０２
　
　
　
　
　
　
９７

（
‐０２

）

‐０３

　

　

　

　

　

９８

（
‐０３

）

‐０４

　

　

　

　

　

９９

（
‐０４

）

‐０５

　

　

　

　

　

‐００

（
‐０５

）

‐０６

　

　

　

　

　

‐０１

（
‐０６

）

‐０７

　

　

　

　

　

‐０２

（
‐０７

）

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』

欠・５
（‐０７
）

に

つ
い
て

107  106  105 104  103  102  101  llX1  99  98  97  96  95  94  93  92  91

欠 欠 欠 14欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠
102
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123 ll8 115 114 113 110 108

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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‐２６‐２５×
捌
目
‐２‐‐２〇一‐２５‐２６一日
目
２４２３一‐２５‐２６一〈本文↓

‐２７
　
　
　
‐２７
　
　
　
　
　
‐２２
（‐２７
）
　
　
　
　
　
欠

‐２８
　
　
　
‐２８
　
　
　
　
　
‐２３
（‐２８
）
　
　
　
　
　
欠

‐２９
　
　
　
‐２９
　
　
　
　
　
‐２４
（‐２９
）
　
　
　
　
　
欠

目
録
と
本
文
の
字
句

一
々
に
つ
い
て
は
、
光
長
寺
本

・
彰
考
館
本

・
版
本
と
も
に
か
な
り
の
相
違
が
み
ら
れ
、　
一
例
を
挙
げ
る
と
す
れ

ば
、
光
長
寺
本
の
目
録

「第

一
百
十
三
加
賀
前
司
兼
澄
朝
臣

〔出
〕
第

一
女
」
の

「兼
澄
」
は
、
彰
考
館
本

・
版
本
と
も
に

「兼
隆
」
と

な
っ
て
い
る
。
「日
本
思
想
大
系
』
（第
七
巻
）
二
〇
二
頁
の
頭
註
に

「藤
原
兼
隆
で
加
賀
守
に
な
っ
た
人
は
見
当
ら
ず
、
今
昔

翁
今
昔
物

語
集
』、
筆
者
註
）
に

「源
兼
澄
」
と
あ
り
、
そ
の
誤
り
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
通
り
、
光
長
寺
本
は
本
来
の
正
し
い
題
名
を
伝
え
て
い
る
と

考
え
ら
れ
、
字
句
の
相
違
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
下
に
、
光
長
寺
本
と
彰
考
館
本

・
版
本
の
校
異
を
記
す

（⑦
＝
彰
考
館
本
、
③
＝
版
本
、
①
＝
光
長
寺
本
）。

◎

『法
華
験
記
』
巻
下
目
録
校
異

第
八
十
二
仏
師
感
世
法
師

１
０

「八
」、
本
文

「七
」。
③

「五
」。

第
八
十
三
信
誓
河
閣
梨

１
０

「七
」、
本
文

「
八
」。
③

「七
」。

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

２
⑫
⑤

「阿
」。

第
八
十
四
海
蓮
法
師

１
０
⑤

「九
」。
　

２
⑦

「越
後
国
」
海
蓮
―
、
本
文
①
に
同
じ
。
③

「越
中
国
」
海
蓮
―
。

第
八
十
五
加
賀
国
尋
寂
法
師

１
八
十
五
⑫
⑤

「九
十
」。

第
八
十
六
妙
照
法
師

１
八
十
六
⑦
⑤

「九
十

一
」。
　

２
０

「信
濃
国
」
妙
照
―
、
本
文
①
に
同
じ
。
③

「信
濃
国
妙
昭
」

第
八
十
七
長
円
法
師

１
八
十
七
⑦
⑤

「九
十
二
」。
　

２
⑦
⑤

「持
経
者
」
長
円
―
、
本
文
①
に
同
じ
。

第
八
十
八
金
峰
転
乗
法
師

（乗
の
右
傍
に

「宿
生
蛇
」
の
註
記
あ
り
）

１
八
十
八
⑫
⑤

「九
十
三
」。
　

２
金
峰
⑦
⑤

「金
峰
山
」。
　

３
宿
生
蛇
⑫
⑤
ナ
シ
。

第
八
十
九
沙
弥
薬
延

１
八
十
九
⑦
⑤

「九
十
四
」。
　

２
０
⑤

「美
濃
国
」
沙
弥
―
、
本
文
①
に
同
じ
。

第
九
十
筑
前
入
道
乗
蓮

１
九
十
⑦
⑤

「九
十
五
」。
　

２
⑦
⑤

「沙
弥
」
乗
蓮
、
本
文
①
に
同
じ
。

第
九
十

一
軽
咲
持
経
者
沙
弥

１
０
Ж
Ψ
翌
ハ
」。

法
師
、
本
文

「妙
昭
」
法
師
。
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第
九
十
二
阿
武
大
夫
入
道
沙
弥
修
覚

１
０
⑤

「七
」。
　

２
沙
弥
修
覚
⑦

「修
定
」、
本
文
①
に
同
じ
。
③

「修
覚
」、
本
文
①
に
同
じ
。
　

３
⑦

「定
」
に
傍
書
。

第
九
十
三
比
丘
尼
舎
利

１
０
漸
）
「
八
」。

第
九
十
四
比
丘
尼
釈
妙

ｌ
⑦
③

「九
」。

第
九
十
五
比
丘
尼
願
西

１
九
十
五
⑦
⑤

「百
」。
②
本
文

「
一
百
」。
　

２
願
西
に
つ
い
て
は

『日
本
思
想
大
系
』
は
願
西
と
す
る
も
、
藤
井
氏
編
著
本
は
「顔

西
」
と
す
る
。
続
類
従
本
は
目
録
を
願
西
と
し
、
本
文
は

「顔
西
」
と
な
っ
て
い
る
。

第
九
十
六
宮
内
卿
高
階
良
臣
真
人

１
九
十
六
⑫
⑤

「百

一
」。
⑫
本
文

「
一
百

一
」。

２
真
人
⑤
ナ
シ
。
本
文
①
に
同
じ
。

第
九
十
七
左
近
中
将
源
雅
通
朝
臣

１
九
十
七
⑦
③

「百
三
」。
⑦
本
文

「
一
百
三
」。

２
０

「右
」。
本
文

「左
」。
　

３
朝
臣
⑤
ナ
シ
。

第
九
十
八
右
近
小
将
藤
原
義
孝
朝
臣

１
九
十
八
⑦
⑤

「百
三
」。
⑦
本
文

「
一
百
三
」。

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

２
０
本
文

「左
」
を
消
し
て

「右
」
傍
書
。
　

３
⑫

「少
」。
本
文

「中
」。
③

「中
」。
　

４
朝
臣
⑫
本
文
ナ
シ
。
③
ナ
シ
。

第
九
十
九
越
中
前
司
藤
原
仲
遠
朝
臣

１
九
十
九
⑫
⑤

「百
四
」。
⑦
本
文

「
一
百
四
」。
　

２
⑤
ナ
シ
。
本
文
ア
リ
。
　

３
朝
臣
⑦
⑤
ナ
シ
。
⑦
本
文
ア
リ
。

第

一
百
山
城
国
相
楽
郡
善
根
人

１
一
百
⑦
⑤

「百
五
」。
②
本
文

「
一
百
五
」。
　

２
善
根
人
⑦

「善
男
」。
③

「善
根
男
」。

第

一
百

一
伊
賀
国
報
恩
善
男

１
一
百

一
②
Ж
）
「百
六
」。
②
云
一文

「
一
百
六
」。

第

一
百
三
大
隅
嫁
記
某
甲

１
一
百
三
⑦
⑤

「百
七
」。
⑫
本
文

「
一
百
七
」。
　

２
０
⑤

「紀
」。
　

３
⑤
ナ
シ
。

第

一
百
三
美
作
国
採
鉄
男

１
一
百
三
⑫
⑤

「百
八
」。
②
本
文

「
一
百
八
」。

第

一
百
四
加
賀
国
翁
和
尚
身

１
一
百
四
⑦
⑤

「百
九
」。
⑦
本
文

「
一
百
九
」。
　

２
０
⑤
ナ
シ
。

第

一
百
五
伊
予
国
越
智
益
敬

１
一
百
五
⑦

「百
十
」。
⑦
本
文

「
一
百
十
」。
③

「百
十

一
」。
　

２
０
⑤

「暑
」。

第

一
百
六
肥
後
国
官
人
某
甲

１

一
百
六
⑦

「百
十

一
」。
③

「百
十
」。
　

２
⑤
ナ
シ
。
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百
七
奥
州
壬
生
良
門

一
百
七
⑦
⑤

「百
十
二
」。
⑦
本
文

「
一
百
十
二
」。

百
八
奥
州
鷹
取
男

一
百
八
⑫
⑤

「百
十
三
」。
⑦
本
文

「
一
百
十
三
」。

百
九
播
州
赤
穂
郡
盗
人
多
々
寸
丸

一
百
九
⑫
⑤

「百
十
四
」。
⑦
本
文

「
一
百
十
四
」。

百
十
周
防
国
判
官
代
某
甲

一
百
十
⑫
⑤

「百
十
五
」。
②
本
文

「
一
百
十
五
」。

百
十

一
筑
前
国
優
婆
塞

２
播
州
⑫
③
本
文
ナ
シ
。
　
３
⑫
③
ナ
シ
。
⑦
③
本
文
ア
リ
。

２
某
甲
⑤
ナ
シ
。
③
本
文

「某
」。

第 第 第 第 第
-1  1   -1  1   -1  1   -1  1   -1ｌ

⑦
⑤
ナ
シ
。
⑦
本
文
ア
リ
。
　

２
０
⑤

「六
」。

第

一
百
十
二
如
弟
子
藤
原
氏

１
０
⑤
ナ
シ
。
⑦
本
文
ア
リ
。
　

２
０
③

「七
」。
　

３
⑦
ナ
シ
。
⑦
本
文

「女
」。
③

「女
」。

第

一
百
十
三
加
賀
前
司
兼
澄
朝
臣

〔出
〕
第

一
女

１
０
⑤
ナ
シ
。
　

２
⑦
⑤

「八
」。
　

３
⑦
⑤

「隆
」。
　

４
朝
臣
⑫
ナ
シ
。
②
本
文
ア
リ
。
　

５
⑦
⑤
ナ
シ
。
　

６
第

一
⑤
ナ
シ
。

③
本
文
ア
リ
。
①
の

「第
」
は

「出
」
の
傍
書
。

第

一
百
十
四
女
弟
子
紀
氏

１
０
⑤
ナ
シ
。
②
本
文
ア
リ
。
　

２
０
⑤

「九
」。
　

３
③
本
文
ナ
シ
。

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
」
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

第

一
百
十
五
大
日
寺
辺
老
女

１
一
百
十
五
⑫
⑤

「百
廿
」。
⑦
本
文

「
一
百
廿
」。
　

２
０
⑤
本
文

「近
辺
」。
　

３
老
女
０
本
文

「老
女
入
往
生
記
」。

第

一
百
十
六
奈
良
京
女
某
□

１
一
百
十
六
⑦
⑤

「百
廿

一
」。
②
本
文

「
一
百
廿

一
」。
　

２
某
□
⑦

「某
氏
」。
③
ナ
シ
。
③
本
文

「某
氏
」。

第

一
百
十
七
筑
前
国
盲
女
人

１
一
百
十
七
⑫
⑤

「百
廿
二
」。
⑦
本
文

「
一
百
廿
二
」。
　

２
⑦
⑤
ナ
シ
。

第

一
百
十
八
山
城
国
久
世
郡
女
□

１
一
百
十
八
⑫
⑤

「百
廿
三
」。
②
本
文

「
一
百
廿
三
」。
　

２
０

「人
」。
③
ナ
シ
。
③
本
文

「人
」。

第

一
百
十
九
越
中
国
立
山
女
人

１
一
百
十
九
⑦
⑤

「百
廿
四
」。
⑦
本
文

「
一
百
廿
四
」。

第

一
百
廿
越
後
国
乙
寺
猿

１
第
―
猿
⑦
ナ
シ
。
　

２
一
百
廿
⑤

「百
廿
六
」。
⑦
本
文

「
一
百
廿
五
」。

第

一
百
廿

一
信
濃
国
蛇
鼠

１
第
―
鼠
⑦
ナ
シ
。
　

２
一
百
廿

一
⑤

「百
廿
五
」。
⑦
本
文

「
一
百
廿
六
」。
　

３
⑤

「乃
」。
②
本
文

「乃
」。

第

一
百
廿
二
朱
雀
大
路
野
干

１
０
０
ナ
シ
。
②
本
文
ア
リ
。
　

２
⑦
⑤

「七
」。

第

一
百
廿
三
紀
伊
国
美
奈
倍
道
祖
神
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１
０
⑤
ナ
シ
。
③
本
文
ア
リ
。
　

２
０
⑤

「八
」。
　

３
美
奈
倍
⑦

「美
奈
部
郡
」。
⑦
本
文

「美
奈
倍
郡
」。
③

「美
奈
陪
」。

第

一
百
廿
四
紀
伊
国
牟
婁
郡
悪
女
成
蛇

ｌ
⑦
⑤
ナ
シ
。
②
本
文
ア
リ
。
　

２
⑦
③

「九
」。
　

３
悪
女
成
蛇
⑫

「悪
女
人
成
蛇
事
」。
⑦
本
文

「悪
女
成
蛇
身
事
」。

「女
」。
③
本
文

「悪
女
」。

◎

『法
華
験
記
』
巻
下
本
文
校
異

〔第
二
紙
ウ
〕

（７
行
日
）
沙
弥

１
０

「門
」。

（７
行
日
）
俗
云
古
志
小
大
徳

１
０

「僧
」。
　

２
小
大
徳
の
下
⑦

「有
多
名
号
不
注
之
」。
③

「有
多
名
不
注
之
」。

（７
行
日
）
法
花
経

１
０
⑤

「華
」。

（７
行
日
）
深
有

ｌ
⑦

「弥
」。

（８
行
日
）
元
比
鬼
神
承
命
国
主
邊
帰
依
万
氏
久
近
宗
敬

ｌ
⑦
⑤

「無
」。
　

２
０
⑤

「鬼
」。
　

３
０
⑤

「王
」。
　

４
万
氏
久
近
宗
敬
⑫
⑤

「万
民
近
崇
敬
」。

（９
行
日
）
国
上
山
寺

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

③
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

ｌ
⑤

ナ

シ
。

〔第
二
紙
オ
〕

（１
行
日
）
雷
電
歴
雷
彼
壊
宝
塔
各
々
分
散

１
雷
電
盤
⑦
⑤

「雷
電
露
麗
」。
　

２
雷
彼
壊
宝
塔
⑦

「雷
」。
③

「雷
破
壊
塔
」。
　

３
⑦
ナ
シ
。

（２
行
日
）
元
限

１
０
×
Ψ
「鉦
ど
。

（２
行
日
）
雷
ヽ
催
彼
而
去
是
如

１
雷
―
如
⑦

「雷
来
擢
破
而
去
如
是
」。
③

「雷
来
催
破
去
如
是
」。

（３
行
日
）
彼
塔
然
両
三
度

ｌ
⑫
⑤

「破
」。
　

２
０

「而
」。

（３
行
日
１
４
行
目
）
願
求

ｌ
⑤
ナ
シ
。

（４
行
日
）
不
敢
壊
神
融
聖
人
人
語
檀
那
日
莫
生
悲
歎

１
０
⑤

「破
」。
　

２
聖
人
人
⑦

「聖
人
」。
③

「上
人
」。
　

３
悲
歎
の
下
⑤

「哉
」。

（５
行
日
）
令
不
彼
壊

１
０
⑤

「破
」。

（６
行
日
）
法
花
経
愛
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１
０
⑤

「華
」。
　

２
０
ナ
シ
。

（６
行
目
）
光
燿
願
主
示
作
是
念

１
０
⑤

「晃
」。
　

２
⑦

「曜
」。
　

３
０
⑤

「而
」。

（７
行
日
）
雷
彼
塔

１
０
⑤

「破
」。

（７
行
日
）
神
融
聖
人
立
誓
高
声
讀
法
花
経

ｌ
⑤

「上
」。
　

２
讀
―
経
⑦

「誦
法
華
経
」。
③

「誦
法
華
」。

（８
行
日
）
従
空
下
落

１
０
）
「雪
ご
。

（９
行
日
）
六
歳
許

１
０
⑤
ナ
シ
。

（９
行
日
）
即
白
言

ｌ
③

「而
」。
　

２
⑦
ナ
シ
。

（９
行
日
１
１０
行
日
）
□
経
聖
人

１
□
―
人
⑦

「持
経
者
聖
人
言
」。
③

「持
経
上
人
」。

（１０
行
日
）
不
破
宝
塔

１
不
―
塔
⑦

「不
破
壊
」。
③

「不
破
塔
」。

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

（Ｈ
行
日
）
破
塔
因
凡
雷
白
聖
人
言
山
地
主
神

ｌ
⑤

「壊
」。
　

２
因
凡
⑦

「恩
酬
」。
③

「因
縁
」。

〔第
二
紙
ウ
〕

（１
行
日
）
立
我
上
側
元
住
処

ｌ
⑤

「頂
」。
　

２
０
⑤

鰹
咤

３
⑤
ナ
シ
。
　

４
山
Ｑ
り

「此
山
」。

（１
行
日
１
２
行
日
）
破
壊
塔
依
地
主
神
語
言
度
々
破
壊
塔

１
０
ナ
シ
。
　

２
⑦
⑤
ナ
シ
。
　

３
破
壊
塔
⑦

「破
塔
」。
③

「破
壊
」。

（２
行
目
）
示
妙
法
威
力
不
可
思
議

ｌ
⑦
⑤

「而
」。
　

２
０
⑤
ナ
シ
。
　

３
０

「儀
」。

（３
行
日
）
他
所
我
敬
恐
避
由
此
当
知
施
主
願
満

１
０

「方
」。
　

２
⑦

「申
」。
　

３
０
⑤

「足
」。

（５
行
日
）
唯
見
此
寺
更
元
水
便

ｌ
⑦
⑤

「但
」。
　

２
⑦
⑤

「無
」。

（６
行
日
）
下
遠
谷

１
０
⑤
ナ
シ
。

（７
行
目
）
雖
送
年
因
更
不
応
放
去

１
０
⑤

「月
」。
　
２
応
放
⑦
⑤
ナ
シ
。
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（８
行
日
）
更
不
可
生
雷
電
之
声

１
０

「出
」。

（９
行
日
１
１０
行
日
）
又
於
山
四
十
里
内
不
可
然
雷
電
声

１
山
四
十
⑦

「山
内
冊
」。
③

「山
内
四
十
」。
　

２
不
―
声
⑦

「更
不
出
雷
声
」。

（１０
行
日
）
呪
自
来
哉
即
掌
中
気
承
瓶
水

一
７

１
０
⑤

「況
」。
呪
は

「
い
わ
ん
や
」
と
読
む
。
　

２
⑫
③
ナ
シ
。
①
右
傍
に
○
印
ア
リ
。

〔第
四
紙
オ
〕

（１
行
日
）
巌
上
雷
電
大
動
数
上
虚
即
従
巌
穴

ｌ
⑦

「嶺
」。
③

「岩
」。
　

２
数
上
虚
⑦
⑤

「飛
上
虚
空
」。
　

３
⑤

「岩
」。

（１
行
日
１
２
行
日
）
忽
出
清
泉
踊
走

１
０
消
し
て

「以
」
を
傍
書
。
　

２
踊
走
⑦

「涌
出
」。
③

「涌
走
」。

（２
行
日
）
其
水
大

１
大
の
下
⑦
③

Ｅ
Ｆ
。

（３
行
日
）
此
国
在
山

１
０
０

「上
」。

（４
行
日
）
四
十
余
里
雷
声
不
聞
誠
以
希
甚
深
法
力
臭

１
四
―
里
⑦

「冊
里
」。
　

２
雷
の
下
⑦
⑤

「電
」。
　

３
希
の
下
⑦
⑤

「有
」。

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

３
⑦
⑤

「滴
」。
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

（５
行
日
）
興
法
利
生
神
融
聖
人

１
０

「事
」
を
消
し
て
傍
書
。
　

２
③

「上
」。

（５
行
日
１
６
行
日
）
説
證
井
神
融

１
０
⑤

「後
」。
　

２
０

翌
口薩
」
を
消
し
て
傍
書
。
　

３
神
融
⑫
⑤
ナ
シ
。

（７
行
日
）
第
八
十
二
仏
師
感
世
法
師

１
０

「七
」。
③

「五
」。
　

２
仏
―
師
、
真
福
寺
本
は

「普
門
品
菩
薩
観
音
事
」
（上
の
第
―
二
は
ナ
シ
）。

尚
、
光
長
寺
本
に
は
第
二
紙
オ
六
行
日

「布
雲
」
の
雲
の
右
に

「空
イ
」
の
傍
書
が
あ
る
よ
う
に
、
異
本
と
の
校
合
が
見
ら
れ
る
。
筆

跡
は
本
文
と
同
じ
で
あ
る
。
光
長
寺
本
は
未
完
の
写
本
で
あ
る
か
ら
、
筆
写
の
途
中
で
異
本
と
の
校
合
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
難
い
か
ら
、

お
そ
ら
く
日
春
聖
人
は
校
合
本
を
筆
写
さ
れ
た
も
の
と
推
察
す
る
。

四
　
紙
背
文
書

光
長
寺
本
の
紙
背
文
書
で
あ
る
が
、
本
紙
三
枚
半
の
内
、
末
尾
の
半
紙

（第
四
紙
オ
）
を
除
く
三
紙
に
文
書
が
認
め
ら
れ
る
。

紙
背
は
裏
打
さ
れ
て
お
り
、
文
書
は
鎌
倉
時
代
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
解
読
は
筆
者
に
は
容
易
で
は
な
く
、
専
門
家
に
よ
る
解
読

を
待
ち
た
い
が
、
少
し
ば
か
り
管
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

第

一
紙
の
紙
背
は
料
紙
の
右
半
分
に
四
行
と
い
う
短
い
文
章
で
、
月
日

・
差
出
人
名

・
宛
所
が
無
く
、　
一
行
日
に

「逐
申
候
」
と
あ
る

か
ら
追
而
書

（追
伸
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
行
日
に
Ｆ
つ
り

一
こ
、
は
し
か
み
、
根
芋
」、
三
行
日
に
Ｊ
一□
袋
新
芋

一
こ
、
さ
ゝ

け
少
々
」、
四
行
日
に

「御
霊
位
の
」
な
ど
の
文
字
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
礼
紙
書
で
あ
ろ
う
か
。
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第
二
紙
の
紙
背
は
十

一
行
の
文
書
で
、
末
尾
が
切
断
さ
れ
て
い
る
た
め
月
日

・
差
出
人
名

。
宛
所
を
欠
い
て
い
る
。　
一
行
日
か
ら
二
行

目
に

「
一
日
御
と
を
り
に
、
あ
ま
り
御

ハ
か
れ
の
」
、
三
行
日
に
「其
こ
と
歎
入
候
、
御
下
向
之
時
」
、
五
行
日
に
「御
馬
の
く
さ
」
、
六
行

日
か
ら
八
行
日
に
「返
々
、
祖
父
に
て
候
し
入
道
の
に
ド
に
、
自
我
偶
疑
け
申
し
て
給

へ
き
Λ
ピ
」ヽ

九
行
日
か
ら
十

一
行
日
に
「子
町
國

宣
て
、
人
々
悦
申
候

麟

、〕

な
を
ノ
ヽ
入
道
給
て
候
、　
日
興
面
目
に
候

へ
く
候
」
な
ど
の
文
字
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
書
全
体

が
日
興
聖
人
の
筆
蹟
と
似
て
い
る
の
で
、
日
興
聖
人
の
消
息
文
と
推
定
さ
れ
る
が
、
後
考
を
侯
ち
た
い
。

第
二
紙
の
紙
背
は
料
紙
の
中
央
に
折
り
目
が
見
え
る
折
紙
の
書
状
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
上
段
と
下
段
と
で
は
文
章
が
逆
で
あ
る
。

料
紙
の
左
端
が
少
し
切
断
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残

っ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
。
上
段
の
本
文
は
十
三
行
で
、
前
の
余
白
部

分
に
は
追
書
が
細
字
で
二
段
に
書
か
れ
て
い
る
。
下
段
は
七
行
で
、
六
行
日
に
「七
月
十
四
日
　
時
光

傘
化
押
と
と
あ
り
、
七
行
日
に
「信

（濃
）
乃
公
御
房
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
書
状
は
南
条
時
光
が
信
乃
公
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
上
段
本
文
一
行
日
か
ら
二
行
日

に

「御
文
畏
承
候
了
、
今
度
御
』
が
り
に
て
」、
四
行
日
に

「亀
ぽ
き
入
候
」、
五
行
日
か
ら
十
二
行
日
に

「御
機
が
り
候
わ
ん
こ
と
、
よ

ろ
こ
ひ
入
候
、
御
上
ハ
定
日
を
こ
の
ひ
ん
き
に
仰
か
ふ
り
候
て
、
御
馬
の
く
さ
、
よ
（理
″
仕
候
へ
く
候
、
返
々
定
日
お
こ
の
便
宜
に
仰
か

（書蒸）ふ
る
」
と
あ
り
、
下
段
二
行
日
に

「う
り

一
、
河
の
り
」、
四
行
日
か
ら
五
行
日
に

「
こ
の
や
う
れ
う
さ
せ
給
へ
く
候
、
恐
々
謹
言
」
な

ど
の
文
字
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「御
と
を
り
」
「な
け
き
入
」
「御
馬
の
く
さ
」
な
ど
、
第
二
紙
裏
の
消
息
と
同
じ
文
言
が
あ
る
こ

と
に
注
目
す
れ
ば
、
両
文
書
は
関
連
が
深
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

南
条
時
光
書
状
の
宛
所

「信
乃
公
御
房
」
は
、
日
号
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
蓮
大
聖
人
の
直
弟
子
で
、
『宗
祖
御
遷
化
記
録
』
に
よ
れ

ば
、
大
聖
人
の
御
葬
列
の
後
陣
左
に
列
な
り
、
『御
遺
物
配
分
事
』
に
よ
れ
ば
、
大
聖
人
の
御
遺
物
の
銭
二
貫
文
を
譲
ら
れ
て
い
る
人
物
で

あ
る
。
ま
た
広
蔵
院
日
辰
の

『祖
師
伝
』
の

「日
興
上
人
御
遷
化
次
第
」
に
も

「信
乃
公
」
の
名
が
あ
り
、
他
行
大
徳
配
分
の
御
遺
物
と

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

し
て
銭
百
文
を
譲
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
信
乃
公
が
日
興
門
下
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

尚
、
仙
台
市
仏
眼
寺
所
蔵
の
正
中
二
年

（
〓
壬

一五
）
九
月
二
十
三
日
の
日
興
聖
人
御
本
尊
脇
書
に

「
（日
目
師
筆
）
奥
州
新
田
信
乃
房

申
与
之
」
と
あ
処
、
富
士
宮
市
大
石
寺
所
蔵
の
「与
民
部
阿
閣
梨

（日
盛
）
御
房
書
」
（日
目
消
息
、
年
末
詳
十
月
二
十
二
日
付
）
に
も

「信

乃
房
」
の
名
が
見
え
る
。
同
じ
く
大
石
寺
文
書
の
正
和
元
年

（
一
三

一
三
）
十

一
月
十

一
日
付
藤
原
頼
道
外
三
名
連
署
譲
状
に
も

「信
乃

房
」
の
名
が
見
え
る
。
山
上
弘
道
氏
は

「日
興
上
人
御
本
尊
脇
書
に
つ
い
て
」
の
中
で
信
乃
房
に
つ
い
て

「
日
目
師
の

『与
民
部
阿
閣
梨

御
房
書
』
日
道
師
の

『新
田
家
譲
状
』
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。
前
書
が
日
目
師
下
奥
の
時
の
出
来
事
を
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

更
に
譲
状
が
、
新
田
家
の

一
族
の
所
領
を
惣
領
他
に
譲
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
信
乃
房
は
奥
州
在
住
の
新
田
家
の

人
の
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
新
田
信
乃
房
と
宗
祖
直
弟
で
日
興
門
下
の
信
乃
公
が
同

一
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で

あ
る
。
山
上
氏
は

「
『宗
祖
御
遷
化
記
録
』
に
そ
の
名
が
見
え
る
」
と
、
信
乃
公
と
新
田
信
乃
房
を
同

一
人
の
よ
う
に
扱

っ
て
い
る
が

一
考

を
要
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
二
紙
裏
の
南
条
時
光
の
書
状
は
時
光
が
沙
弥
大
行
と
名
乗
る
以
前
の
数
少
な
い
書
状
の
一
つ
と
し
て
、
ま
た
信

乃
公
に
関
す
る
唯

一
の
書
状

（新
田
の
信
乃
房
は
別
に
し
て
）
と
し
て
、
実
に
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

結
び

日
春
聖
人
筆

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
、
管
見
に
よ
り
い
さ
さ
か
考
察
を
加
え
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
０
光
長
寺
本
は

健
治
二
年
―
延
慶
四
年

（
一
二
七
六
―

一
三

一
一
）
の
間
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、
零
本
な
が
ら
宝
寿
院
本
に
次
ぐ
古
抄
本
で
、
下
巻
の

本
来
の
構
成
を
知
り
得
る
、
０
日
春
聖
人
は
本
書
を
智
源
法
師
の
撰
述
と
認
識
し
て
お
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
、
０
光
長
寺
本
は
真
福
寺
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本
・彰
考
館
本
と
同
系
統
と
見
ら
れ
る
が
、
下
巻
全
体
四
十
四
話
と
い
う
構
成
か
ら
、
そ
の
祖
本
自
体
が
少
し
異
な
っ
た
伝
本
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
、
ま
た
光
長
寺
本
は
校
合
本
を
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
四

『法
華
験
記
』
の
正
式
書
名
は
、
井
上
光
貞
氏
の
い
う

『日
本
法

花
験
記
』
は
誤
り
で
、
や
は
り

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
（光
長
寺
本
の
内
題
）
で
あ
る
、
（五
）
紙
背
に
は
三
点
の
文
書
が
あ
り
、
内

一
点
は
日
興
聖
人
消
息
の
可
能
性
が
高
く
、
も
う

一
点
は
南
条
時
光
書
状

（折
紙
）
で
、
管
見
で
は
現
存
す
る
時
光
書
状
で
は
最
も
古
い

も
の
と
推
定
さ
れ
、
宛
所
の
信
乃
公
に
つ
い
て
は
唯

一
の
書
状
で
あ
る
、
等
々
の
点
か
ら
、
光
長
寺
本
は
実
に
貴
重
か
つ
重
要
な
資
料
で

あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

註

（１
）平
成
六
年
四
月
、
光
長
寺
蔵
日
春
聖
人
筆

『宝
物
集
題
号
』
２

軸
）
を
含
め
て
重
文
指
定
。

（２
）第
七
巻
、
「本
朝
法
華
験
記
」
の
項
、
平
成
二
年
九
月
六
日
、
岩
波
書
店
刊
。

（３
）
『大
崎
学
報
』
第
八
九
号
所
収
、
昭
和

一
一
年

一
二
月
二
〇
日
発
行
。

（４
）
昭
和
四

一
年
四
月

一
五
日
、
大
本
山
光
長
寺
刊
。

（５
）
〈貴
重
古
典
籍
叢
刊
８
〉
昭
和
四
八
年
二
月
二
〇
日
、
角
川
書
店
刊
。

（６
）
「日
春
」
の
項
、
昭
和
五
六
年

一
〇
月

一
三
日
、
日
蓮
宗
宗
務
院
刊
。

（７
）
昭
和
六
三
年
九
月

一
二
日
、
法
華
宗

（本
門
流
）
宗
務
院
刊
。

（８
）
〈和
泉
書
院
索
引
叢
書
３９
〉
平
成
八
年
二
月
二
八
日
、
和
泉
書
院
刊
。

（９
）
『補
訂
版

ｏ
国
書
総
目
録
』
は
他
に
旧
彰
考
館
本
を
掲
げ
て
い
る
が
、
戦
災
に
よ
り
焼
失
し
た
よ
う
で
あ
る
。

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

（１０
）
昭
和
三
年
六
月
二
五
日
、
続
群
書
類
従
完
成
会
刊
。

（Ｈ
）井
上
光
貞
・大
曾
根
章
介
校
注

『往
生
伝
　
法
華
験
記
』、
昭
和
四
九
年
九
月
二
五
日
、
岩
波
書
店
刊

（平
成
七
年
六
月

一
五
日
、
日

本
思
想
大
系
新
装
版

〈続

・
日
本
仏
教
の
思
想
１
〉
と
し
て
同
店
よ
り
再
版
）。

（‐２
）平
成
五
年
二
月
二
〇
日
、
国
書
刊
行
会
刊
。
岩
波
書
店

『日
本
思
想
大
系
』
第
七
巻
に
依
拠
し
て
翻
訳
。

（‐３
）
「鎮
源
」
の
項
、
平
成
八
年

一
一
月
二
五
日
、
岩
波
書
店
刊
。

（‐４
）井
上
光
貞
氏
『新
訂
　
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
（昭
和
三

一
年
九
月
発
行
ｏ新
訂
版
昭
和
五
〇
年
二
月

一
日
、
山
川
出
版
社
刊
）

一
六

一
～

一
六
二

・
二
〇
四

ｏ
二
四

一
頁
、
千
本
英
史
氏

「法
華
験
記
―
女
性
と
異
類
滅
罪

・
往
生
」
翁
岩
波
講
座
　
日
本
文
学
と

仏
教
』
第
六
巻
所
収
、
平
成
六
年
五
月
二
〇
日
、
岩
波
書
店
刊
）
五
二
～
五
三
頁
参
照
。

（‐５
）
日
法
聖
人
御
所
持
本
調
査
委
員
会
編
、
平
成
二
年
四
月
五
日
、
大
本
山
光
長
寺
刊
。

（‐６
）
『責
物
管
理
記
録
簿
』
の
中
に

「宝
物
台
帳
」
が
あ
り
、
通
称

「昭
和
宝
物
台
帳
」
と
い
う
。
霊
責

・
第

一
種
贅
物

・
第
二
種
責
物

甲
類

ｏ
第
二
種
賓
物
乙
類

・
第
二
種
責
物

・
第
四
種
贅
物
と
い
っ
た
新
し
い
分
類
に
よ
る
台
帳
は
、
昭
和
四
五
年

一
二
月
二
六
日
に

光
長
寺
宝
物
管
理
委
員
会
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
。
前
日
二
五
日
調
査
の
際
、
表
紙
に
貼
ら
れ
た
整
理
ラ
ベ
ル
は

『大
日
本
国
法
華
経

験
記
巻
下
』
と
な
っ
て
い
る
。

（・７
）
『光
長
寺
霊
宝
掴
』
は

「昭
和
宝
物
台
帳
」
の
第
二
種
贅
物
乙
類

一
四
番
。
宝
物
番
号

「
六
十

一
」
な
ど
は
、
後
人
の
加
筆
で
あ
る
。

（‐８
）光
長
寺
蔵
日
法
聖
人
筆

『華
厳
宗
所
立
義
要
文
』
『真
言
宗
所
立
義
要
文
』
の
署
判
や
京
都
妙
顕
寺
蔵
の

〔建
武
元
年
〕
六
月

一
二
日

付
日
法
書
状

（『妙
顕
寺
文
書
し

の
花
押
な
ど
と
同
じ
。

（‐９
）
「昭
和
宝
物
台
帳
」
の
第

一
種
賓
物

一
六
番
。
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（２０
）
「昭
和
宝
物
台
帳
」
の
第

一
種
贅
物

一
八
番
。

（２‐
）第
七
巻

（書
籍

・
典
籍

・
古
文
書
Ｉ
）
、
昭
和
五
六
年
九
月
二
五
日
、
毎
日
新
聞
社
刊
。

（２２
）藤
井
氏
は

「南
北
朝
期
写
」
と
す
る
が
、
表
紙
と
奥
書
か
ら
し
て
、
鎌
倉
末
期
で
あ
ろ
う
。

（２３
）藤
井
氏
は

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
　
校
本

・
索
引
と
研
究
』
の
中
に

「東
大
寺
図
書
館
蔵

『日
本
法
華
伝
指
示
抄
』
所
載
目
録
」

と
題
し
て
全
文
を
転
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
の
大
曾
根
氏

「諸
本
解
題
」
に
も
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
藤
井
氏
は

『日
本
法
華

伝
指
示
抄
』
『大
宗
高
僧
伝
指
示
抄
』
と
記
し
て
い
る
が
、
ｆ
一宝
感
応
録
井
日
本
法
花
伝
指
示
抄
』
『大
宋
高
僧
伝
指
示
抄
』
の
誤
り

で
あ
ろ
う
。

（２４
）
『国
史
大
辞
典
』
第
八
巻
、
「宗
性
」
の
項
、
昭
和
六
二
年

一
〇
月
二
〇
日
、
吉
川
弘
文
館
刊
。
『日
本
仏
教
人
名
辞
典
』、
「宗
性
」

の
項
、
平
成
四
年

一
月
二
〇
日
、
法
蔵
館
刊
。
『国
書
人
名
辞
典
』
第
二
巻
、
「宗
性
」
の
項
、
平
成
八
年

一
一
月
二
五
日
、
岩
波
書

店
刊
。
『補
訂
版

・
国
書
総
目
録
』
第
五
巻
、
「大
宋
高
僧
伝
指
示
抄
」
の
項
、
平
成
二
年
五
月

一
〇
日
、
岩
波
書
店
刊
。

（２５
）光
長
寺
蔵

『茶
表
紙
古
記
録
』
翁
昭
和
宝
物
台
帳
」
の
第
二
種
贅
物

一
九
番
。
）
日
春
聖
人
御
廟
所
墓
碑
銘
。
光
長
寺
過
去
帳
。
『法

華
宗
年
表
』
昭
和
四
七
年
五
月
二
三
日
、
法
華
宗

（本
門
流
）
宗
務
院
刊
。

（２６
）
『上
野
殿
後
家
尼
御
返
事
』
定
遣
三
九
。
日
因
記

「新
田
南
条
両
家
之
事
」
翁
富
士
宗
学
要
集
』
第
五
巻

ｏ
宗
史
部
所
収
、
昭
和
五

三
年
二
月

一
六
日
、
創
価
学
会
刊
）。
「日
蓮
宗
事
典
』
。
『日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
　
歴
史
篇
』、
「南
条
」
の
項
、
昭
和
六
〇
年
五
月
六

日
、
身
延
山
久
遠
寺
刊
。
「日
蓮
正
宗
　
富
士
年
表
』
昭
和
五
六
年

一
〇
月

一
三
日
、
富
士
学
林
刊
。
山
口
範
道
氏

『日
蓮
正
宗
史
の

基
礎
的
研
究
』
平
成
五
年

一
二
月

一
日
、
山
喜
房
仏
書
林
刊
。
小
野
具

一
氏

「
『大
石
寺
文
書
』
に
よ
る
中
世
武
家
及
び
僧
侶
の
財
産

相
続
に
つ
い
て
」
η
常
葉
学
園
短
期
大
学
紀
要
』第
二

一
号
、
平
成
二
年

一
二
月

一
〇
日
）。
同
氏
「南
条
所
縁
の
得
宗
被
官
南
条
氏
」

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

電
韮
山
町
史
の
栞
』
第
二

一
集
、
平
成
九
年
二
月
）。

（２７
）前
註
（２６
）
の
諸
書
に
よ
る
と
、
南
条
兵
衛
七
郎
の
遺
跡
を
継
い
だ
の
は
長
男
の
七
郎
太
郎

（法
号
行
忍
）
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

七
郎
太
郎
は
文
永

一
一
年

（
一
二
七
四
）
八
月

一
〇
日
に

一
八
歳
で
水
死
し
、
二
男
の
時
光
が
跡
を
継
い
だ
と
い
う
か
ら
、
光
長
寺

本
は
文
永

一
一
年
以
降
の
写
本
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
七
郎
太
郎
の
こ
と
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

（２８
）
光
長
寺
蔵

『茶
表
紙
古
記
録
』。
同

『古
過
去
帳
』
翁
昭
和
宝
物
台
帳
」
の
第
二
種
賓
物

一
七
番
）。
本
能
寺
蔵

『岡
宮
光
長
寺
記
録
』

（東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
に
よ
る
）。
『静
岡
県
史
』
資
料
編
５

〈中
世

一
〉
（平
成
元
年
二
月
二
〇
日
、
静
岡
県
刊
）
所

収
の

「光
長
寺
由
緒
記
」
と
は

『茶
表
紙
古
記
録
』
の
こ
と
で
あ
る

（翻
刻
に
誤
り
あ
り
）。

（２９
）
光
長
寺
蔵
、
嘉
元
二
年

（
一
三
〇
四
）

一
〇
月

一
〇
日
、
日
春
聖
人
筆
写

（「昭
和
宝
物
台
帳
」
第

一
種
賓
物

一
七
番
）。

（３０
）
『日
春
聖
人
断
簡
四
行
』
と
は
、
「昭
和
宝
物
台
帳
」
の
第

一
種
賓
物
四
七
番

『日
法
聖
人
断
簡
四
行
』
の
こ
と
で
あ
る
。　
一
行
と
二

行
の
断
簡
二
紙
が
軸
装
さ
れ
て
を
り
、
裏
書
に
は

「宗
祖
御
真
筆
断
簡
　
昭
和
四
十
二
年
二
月
修
復
　
エハ
十
八
世
　
日
顕
代
」
と
あ

る
が

「宗
祖
」
は
見
せ
消
ち
で
、
ラ
ベ
ル
は

「断
簡
四
行
／
日
法
聖
人
／
昭
和
６３
年
Ｈ
月
９
日
」
と
な
っ
て
い
る
。
ラ
ベ
ル
は

『光

長
寺
霊
宝
掴
』
の

「日
法
上
人
御
筆
　
四
行
」
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
原
井
慈
鳳
先
生
が

「日
法
聖
人
文
書
の
研
究

２

）
」
翁
桂
林
学
叢
』
第

一
五
号
、
平
成
六
年
二
月
）
の
中
で
、
こ
の
断
簡
に
つ
い
て

「筆
蹟
は
同

一
人
物
に
於
て
も
変
化
が
あ
る

の
で
断
定
で
き
な
い
が
少
く
と
も
光
長
寺
所
蔵
日
法
真
蹟
の
文
字
と
は
著
し
く
異
な
る
の
で
今
は
こ
の
断
簡
を
真
籍
と
称
す
る
事
は

疑
間
と
し
て
置
き
た
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
り
、
日
法
聖
人
の
筆
蹟
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
筆
者
は
、
そ
の
書
風
か
ら
日
春
聖

人
の
筆
蹟
と
判
断
す
る
。

（３‐
Ｖ
」
の
種
は
二
本
あ
り
、　
一
本

一
冊
は
岡
山
大
学
池
田
家
文
庫
所
蔵
で

『日
本
記
抄
』
と
あ
る
。
も
う

一
本

一
冊
は
東
京
大
学
図
書
館
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所
蔵
で
あ
る
。

（３２
）
『新
訂
増
補

・
国
史
大
系
』
第

一
二
巻
、
昭
和
四
〇
年

一
二
月
三
〇
日
、
吉
川
弘
文
館
刊
。
『改
定
史
籍
集
覧
』
第

一
冊

（通
記

類
）、
昭
和
五
八
年

一
一
月
二
〇
日
、
臨
川
書
店
復
刊
。

（３３
）
『扶
桑
略
記
』
は
他
に
も
ニ
カ
所
、
智
源
の

『法
華
験
記
』
を
引
い
て
い
る
。　
一
カ
所
は
第
二
三

（醍
醐
天
皇
上
）
の

「智
源
法
師

撰
集
法
華
験
記
云
、
（中
略
）
湿
は
譲
ど

で
、
も
う

一
カ
所
は
第
二
四

（醍
醐
天
皇
下
）
の

「叡
山
智
源
法
師
法
華
験
記
云
」
で
あ
る
。

引
用
文
は
い
ず
れ
も
鎮
源
の

『法
華
験
記
』
巻
中
の
第
四
四
話
陽
勝
仙
人
伝
に
相
当
す
る
。
『扶
桑
略
記
』
に
引
く
智
源
の

『法
華
験

記
』
は
、
鎮
源
の
そ
れ
に
類
似
す
る
が
、
要
約
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
『扶
桑
略
記
』
の
編
著
者
皇
円
が
要
約
し
た
も
の
で
あ
ろ

つゝ
か
。

（３４
）
「日
本
紀
抄
」
と
い
う
名
か
ら

『日
本
紀
略
』
亀
新
訂
増
補

・
国
史
大
系
』
所
収
）
の
こ
と
か
と
も
思

っ
た
が
、
同
書
の
一
条
院
の

段
に

「智
源
法
師
法
華
験
記
云
」
の
記
述
は
無
い
。

（３５
）
『扶
桑
略
記
』
第
二
二

（宇
多
天
皇
）
に

「叡
山
南
谷
沙
門
薬
恒
所
撰
本
朝
法
華
験
記
云
」
、
第
二
三

（醍
醐
天
皇
上
）
に

「薬
恒
法

華
験
記
云
」
な
ど
と
あ
る
。

（３６
）
『国
史
大
辞
典
』
第

一
二
巻
、
「本
朝
法
華
験
記
」
の
項
、
平
成
三
年
六
月
三
〇
日
、
吉
川
弘
文
館
刊
。

（３７
）昭
和
三
九
年
二
月
二
〇
日
、
平
楽
寺
書
店
刊
。

（３８
）井
上
光
貞
氏
は
平
田
俊
春

「日
本
古
典
の
成
立
の
研
究
」
、
川
添
昭
二

「法
華
験
記
と
そ
の
周
辺
」
仏
教
史
学
、
八
―
三
を
挙
げ
て
い

る
が
筆
者
未
見
。

（３９
）註
（２．
）
の
写
真
に
よ
る
。

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

（４０
）
ぁ
ぇ
て
関
連
性
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
源
信
僧
都
と
増
賀
上
人
は
天
台
座
主
良
源

（慈
恵
大
師

・
元
三
大
師
）
の
弟
子
で
あ
り
、
道

命
阿
閣
梨
は
孫
弟
子

（『法
華
験
記
』
は
弟
子
と
す
る
）
で
あ

っ
て
、
三
者
は
法
縁
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
蓮
昭
法
師
は

伝
未
詳
で
、
関
連
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
源
信
は
称
名
主
義
的
散
心
念
仏

（口
称
念
仏
）
を
す
す
め
た
人

（重
松
明
久
氏
前
掲
書
）

で
あ
る
か
ら
省
か
れ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
源
信
の
姉
で
あ
る
比
丘
尼
願
西

（第
九
五
、
版
本
第

一
〇
〇
）
も
法
華
念
仏
兼
修
で

省
か
れ
て
も
良
い
は
ず
で
あ
る
。
増
賀
も
法
華
念
仏
兼
修
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
命
は
法
華
経
読
誦
の
功
徳
で
往
生
、
蓮
昭
は
法
華

経
の
菩
薩
行
に
よ
り
菩
提
を
得
て
い
る
か
ら
省
か
れ
る
必
要
は
な
い
。
光
長
寺
本
の
註
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
逆
に
日
春
聖
人
は

増
賀
伝
の
不
足
を
感
じ
ら
れ
た
ふ
し
も
あ
る
。

（４‐
）山
田
勝
美
監
修

『難
字
解
読
字
典
』
（昭
和
五
二
年
六
月

一
日
、
柏
書
房
刊
）
・
『異
体
字
解
読
字
典
』
（昭
和
六
二
年
四
月
二
〇
日
、

同
上
）。

（４２
）南
条
時
光
の
花
押
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『花
押
か
が
み
』
四
〈鎌
倉
時
代
三
〉
（昭
和
六
〇
年
二
月
二
〇
日
、
吉
川
弘
文
館
刊
）

の

一
七
三
～

一
七
四
頁
に
五
種
収
録
さ
れ
て
お
り
、
光
長
寺
本

『法
華
験
記
』
紙
背
の
時
光
花
押
と
比
較
す
る
と
、
た
い
へ
ん
似
て

い
る
が
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
南
条
時
光
の
残
存
文
書
は
多
い
わ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
沙
弥
大
行
と
称
し
た
晩
年
の

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
花
押
の
変
化
と
、
宛
所
の
信
乃
公
、
書
状
を
再
利
用
し
た
同
門
日
春
聖
人
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、

間
違
い
な
く
南
条
時
光
の
書
状
と
い
え
よ
う
。

（４３
）
『日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
第
二
巻

〈興
尊
全
集
興
門
集
〉
（昭
和
三
四
年
七
月

一
〇
日
、
山
善
房
仏
書
林
刊
）
・
『日
興
上
人
全
集
』
平
成

八
年
二
月
八
日
、
興
風
談
所
刊
）
所
収
。
「信
乃
公
」
と
あ
る
。
同
様
の
記
録
で
あ
る
『大
聖
人
御
葬
送
日
記
』
翁
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』

第

一
巻

〈上
聖
部
〉
・
『静
岡
県
史
』
資
料
編
５

〈中
世

一
〉
所
収
）
に
も

「信
濃
公
」
と
あ
る
。
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（４４
）前
註
と
同
じ
く

『日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
第
二
巻

・
『日
興
上
人
全
集
』
所
収
。
「信
乃
公
」
と
あ
る
。
『大
聖
人
御
葬
送
日
記
』
（前
註

と
同
じ
）
に
も

「御
遺
物
配
分
事
」
の
中
に

「信
濃
公
」
と
あ
る
。

（４５
）
『日
蓮
上
人
伝
記
集
』
（昭
和
四
九
年
八
月

一
五
日
、
本
満
寺
刊
）
所
収
。
『静
岡
県
史
』
資
料
編
５

〈中
世

一
〉
に
引
く

『要
法
寺

旧
記
』
と
は
、
こ
の
日
辰
の

『祖
師
伝
』
を
指
す
。

『日
興
上
人
御
本
尊
集
』
（平
成
八
年
三
月
八
日
、
興
風
談
所
刊
）
二
九
二
～
二
九
二
頁
所
収
。

『日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
第
二
巻

（註
（４３
）参
照
）、
二

一
一
頁
。
『日
興
上
人
日
目
上
人
正
伝
』
（昭
和
五
七
年

一
二
月

一
五
日
、
大
石

寺
刊
）
二
五
八
頁
で
は
、
こ
の
消
息
を
延
慶
二
年

（
一
三
〇
九
）

一
〇
月

一
二
日
と
し
て
い
る
。

（４８
）
『静
岡
県
史
料
』
第
二
輯

（昭
和
八
年
二
月
二
五
日
、
静
岡
県
刊
。
平
成
六
年
四
月
二
五
日
、
臨
川
書
店
復
刊
）
「大
石
寺
文
書
」
所

収

（文
書
名
は
藤
原
頼
道
等
連
署
譲
状
と
あ
る
）。
小
野
具

一
氏

「
『大
石
寺
文
書
』
に
よ
る
中
世
武
家
及
び
僧
侶
の
財
産
相
続
に
つ

い
て
」
（註
（２６
）参
照
）
に
も
引
用
、
考
察
が
あ
る
。
文
中
の
連
署
人
の
一
人
は
日
道
師
で
あ
る
。
日
因
記

「新
田
南
条
両
家
之
事
」

（註
（２６
）参
照
）
も

一
部
分
省
略
し
て
こ
の
譲
状
を
引
用
し
て
い
る
が
、
全
体
に
誤
り
が
多
く
、
信
乃
房
も

「信
乃
殿
」
と
誤
っ
て

い
る
。

（４９
）
『興
風
』
第

（５０
）
正
和
元
年

一

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

47  46

一
号

〈
日
興
上
人
研
究
特
集
〉
（平
成
九
年
四
月
二
八
日
、
興
風
談
所
刊
）
所
収
。

月

一
一
日
付
藤
原
頼
道
外
三
名
連
署
譲
状
を
い
う
。
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

光
長
寺
本

『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
翻
刻

【表
紙
】

（題
策
）

（宝
物
整
理
ラ
ベ
ル
省
略
）

4   3   2

【第

一
紙
オ
】

（綴
穴
ア
リ
）

（異
筆
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔□
太
郎
母
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
（日
力
〕

二
月
　
九
日
　
廿
日
　
十

一
日

［
‐‐
‐‐
――
□
四
月
廿

□

日
本
紀
抄
オ
十
三
巻

一
条
院
段
云

智
源
法
師
法
華
験
記
云
云

大
日
本
国
法
華
経
験
記
巻
下

日
春
之

廿

一
日

口
目

□

日
法

（花
押

）
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（紙
折
目
）

【第

一
紙
ウ
】

１
第
八
十

一
越
後
国
神
融
法
師

２
第
八
十
三
信
誓
河
閣
梨

３
第
八
十
五
加
賀
国
尋
寂
法
師

４
第
八
十
七
長
円
法
師

５
第
八
十
九
沙
弥
薬
延

６
第
九
十

一
軽
咲
持
経
者
沙
弥

７
第
九
十
三
北
上
比
丘
尼
舎
利

８
オ
九
十
五
比
丘
尼
願
西

９
矛
九
十
七
左
近
中
将
源
雅
通
朝
臣

（綴
穴
ア
リ
）

第
八
十
二
仏
師
感
世
法
師

第
八
十
四
海
蓮
法
師

第
八
十
六
妙
照
法
師

第
八
十
八
金
峯
転
乗「
離
腱
蛇

第
九
十
筑
前
入
道
乗
蓮

第
九
十
二
阿
武
大
夫
入
道
沙
弥
修
覚

第
十
四
比
丘
尼
釈
妙

第
九
十
六
宮
内
卿
高
階
良
臣
真
人

オ
九
十
八
右
近
小
将
藤
原
義
孝
朝
臣
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（紙
継
目
）

【第
二
紙
オ
】

（綴
穴
ア
リ
）

１
オ
九
十
九
越
中
前
司
藤
原
仲
遠
朝
臣

２
オ

一
百

一
伊
賀
国
報
恩
善
男

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

オ

一
百
山
城
国
相
楽
郡
善
根
人

オ

一
百
三
大
隅
嫁
記
某
甲



光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

３
オ

一
百
三
美
作
国
採
鉄
男

４
オ

一
百
五
伊
与
国
越
智
益
敬

５
オ

一
百
七
奥
州
壬
生
良
門

６
オ

一
百
九
播
州
赤
穂
郡
盗
人
多
々
寸
丸

７
オ

一
百
十

一
筑
前
国
優
婆
塞

オ

８
オ

一
百
十
三
加
賀
前
司
兼
澄
朝
臣
出

一
女

○

９
オ

一
百
十
五
大
日
寺
辺
老
女

（紙
折
目
）

【第
二
紙
ウ
】

上
幽

一
百
十
七
筑
前
国
盲
女
人

２
矛

一
百
十
九
越
中
国
立
山
女
人

３
オ

一
百
廿

一
信
濃
国
蛇
鼠

４
矛

一
百
廿
三
紀
伊
国
美
奈
倍
道
祖
神

オ

一
百
四
加
賀
国
翁
和
尚
身

オ

一
百
六
肥
後
国
官
人
某
甲

オ

一
百
八
奥
州
鷹
取
男

オ

一
百
十
周
防
国
判
官
代
某
甲

オ

一
百
十
二
如
弟
子
藤
原
氏

オ

一
百
十
四
女
弟
子
紀
氏

矛

一
百
十
六
奈
良
京
女
某
昨
一

５
大
日
本
国
法
花
経
験
記
巻
下

６
第
八
十

一
越
後
国
神
融
法
師

７
沙
弥
神
融
格
娃
鮎
志
越
後
国
古
志
郡
人
臭
読
誦
法
花
経
深
有

オ

一
百
廿
越
後
国
乙
寺
猿

オ

一
百
廿
二
朱
雀
大
路
野
干

オ

一
百
廿
四
紀
伊
国
牟
婁

悪「郡
¨
成
蛇

オ

一
百
十
八
山
城
国
久
世
郡
女
障
配

―-262-一



８
薫
修
練
行
元
比
鬼
神
承
命
国
主
遥
帰
依
万
氏
久
近
宗
敬
臭
其

９
国
中
有
国
上
山
寺
有

一
檀
那
発
心
作
善
造
立
宝
塔
欲
供
養
時

（綴
穴
ア
リ
）

（紙
継
目
）

【第
三
紙
オ
】

（綴
穴
ア
リ
）

１
雷
電
震
雷
彼
壊
宝
塔
各
々
分
散
催
折
而
去
檀
那
懐
歎
悲

２
泣
元
限
又
改
造
塔
更
欲
供
養
如
前
雷

・
ど
彼
而
去
是
如

３
彼
塔
然
両
三
度
願
主
檀
那
歎
大
願
不
果
猶
改
造
宝
塔
願

４
求
於
宝
塔
為
雷
不
敢
壊
神
融
聖
人
人
語
檀
那
日
莫
生
悲
歎

５
我
以
妙
法
力
守
護
於
宝
塔
令
不
彼
壊
当
成
汝
願
即
住
塔
本
誦

６
法
花
経
愛
瓢
勲
布
詳
細
雨
数
降
雷
電
光
耀
願
主
示
作
是
念

７
雷
彼
塔
相
也
悲
歎
憂
愁
神
融
聖
人
立
誓
高
声
（講
ざ
花
経
時

８
有

一
童
ｏ
従
空
下
落
ｏ
其
形
体
頭
髪
蓬
乱
形
貌
可
怖
年
十
五

９
六
歳
許
被
縛
五
処
流
涛
陣
「〕声
起
臥
一
苦
即
白
言
酢
一

１０
経
聖
人
慈
悲
免
我
自
今
以
後
更
不
破
宝
塔
時
神
融
法
師

Ｈ
間
破
塔
因
凡
雷
白
聖
人
言
山
地
主
神
与
我
有
深
契
地
主

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
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光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

（紙
折
目
）

【第
二
紙
ウ
】

１
語
日
此
塔
立
我
上
併
元
住
処
為
我
可
破
壊
塔
依
地
神
語
言

２
度
々
破
壊
塔
示
妙
法
威
力
不
可
思
議
能
伏

一
切
依
之
地
主

３
移
去
他
所
我
敬
恐
避
由
此
当
知
施
主
願
満
聖
人
誓
言

４
実
神
融
聖
人
告
雷
神
云
汝
随
仏
法
不
作
違
逆
発
起

５
善
心
不
破
宝
塔
尤
当
利
益
汝
唯
見
此
寺
更
元
水
便
遥

６
下
遠
谷
汲
水
荷
登
雷
神
此
処
可
出
泉
水
以
為
住
僧
便
汝

７
若
不
出
水
我
縛
汝
身
雖
送
年
因
更
不
応
放
去
又
汝

８
此
寺
東
西
南
北
四
十
里
内
更
不
可
生
雷
電
之
声
時
雷
電

９
神
脆
敬
承
聖
人
仰
如
命
可
出
水
又
於
山
四
十
里
内
不
可
然
雷

１０
電
声
呪
自
来
哉
即
掌
中
気
承
瓶
水

一
７
以
指
酬
穿

（綴
穴
ア
リ
）

―-264-―

（紙
継
目
）

【第
四
紙
オ
】

（綴
穴
ア
リ
）

１
巌
上
雷
電
大
動
数
上
虚
即
従
巌
穴
忽
出
清
泉
踊



２
走
其
水
大
夏
極
冷
息
熱
冬
極
温
制
寒
其
後
宝
塔
更
不

３
破
壊
送
数
百
ｏ
又
於

一
切
処
雖
雷
電
震
鳴
此
国
在
山
東
西
南

４
北
四
十
余
里
雷
声
不
聞
誠
以
希
甚
深
法
力
臭
諸
僧
集
住

５
興
法
利
生
神
融
聖
人
依
妙
法
力
現
施
法
験
説
證
井
神

６
融
神
護
景
雲
年
中
入
滅
夫

７
第
八
十
二
仏
師
感
世
法
師

（以
下
、
余
白
）

〔付
記
〕

本
稿
は
平
成
五
年
九
月

一
日
、
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
於
い
て

し
て
口
頭
発
表
せ
る
も
の
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

光
長
寺
本

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て

「日
春
聖
人
筆

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
つ
い
て
」
と
題
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